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第１章 計画策定にあたって 

１． 計画策定の趣旨 

 

 わが国では、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成 12（2000）年に介護保

険制度が創設され、サービスの充実が図られてきました。全国的な高齢化は増加を続けてお

り、平成 12（2000）年の高齢者人口は約 2,200 万人でしたが、令和２（2020）年には 3,603

万人と大幅に増加しています※１。さらに、国立社会保障・人権問題研究所が令和５年に発表

した「日本の将来推計人口(令和 5年推計)」では、令和 22（2040）年には、高齢者人口は 3,929

万人、高齢化率 34.8％になると見込まれています※２。 

 

本市においても、令和５（2023）年の高齢化率は 40.6％であり、令和７（2025）年には 41.5％、

令和 22（2040）年には 47.2％になる推計となっています（各年９月末）。 

このような状況の中、本市においては、第６期（平成 27（2015）年度～平成 29（2017）年度）

計画策定時より、介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」として位置づけ、団塊の世代が

75 歳以上となる令和７（2025）年に向けて、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一

体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指してきました。 

 

今後は高齢化の進展により、後期高齢者の割合が高くなり、ひとり暮らし高齢者や高齢者

のみの世帯、介護を必要とする高齢者、認知症高齢者、老老介護世帯など、支援の必要な人

や世帯がますます増加・多様化すると考えられます。その一方で、社会を支える現役世代は

減少することが見込まれています。そのため、介護サービスの基盤整備や介護人材の確保、

介護離職の防止につながる支援の充実が課題となっています。 

 

こうした中、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた

地域でいきいきと暮らし続けることを可能としていくためには、「地域包括ケアシステム」の

構築を目的とした多様な主体との「協働」の推進が必要となります。さらに、すべての世代

の住民一人ひとりが尊重され、多様な方法で社会とつながり参画することで、生きる力や可

能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現を目指し取組を進めていくことが重要で

す。 

 

『宇和島市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画』は、前回の第８期計画の取組をさ

らに進め、地域における高齢者支援を目的とする「地域包括ケアシステム」の仕組みを活用

し、多様な主体がともに地域を創る「地域共生社会」の実現へとつながるよう、高齢者人口

や介護サービスなどのニーズを中長期的に見据えつつ、今後３年間の高齢者の福祉や介護保

険事業についての指針として策定するものです。 

 

※１ 国勢調査より 

※２ 出生中位、死亡中位の推計結果 
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２． 法的位置付けについて 

 

 本計画は、高齢者福祉に関する施策全般を定める高齢者福祉計画と、介護保険事業につい

てそのサービス見込量などを定める介護保険事業計画を一体的に策定するものです。 

高齢者福祉計画は、基本的な政策目標を設定するとともに、その実現のために取り組むべ

き施策全般を盛り込んでおり、老人福祉法第 20条の８の規定による老人福祉計画と位置付け

られます。 

介護保険事業計画は、要支援・要介護者の人数、介護保険の給付対象となるサービスの利

用意向等を勘案し、介護保険サービスの種類ごとの見込み等を定めるなど、介護保険事業運

営の基礎となる事業計画です。介護保険法第 117 条に規定された計画で今回が第９期となり

ます。 

 

３． 計画の期間 

 

本計画の計画期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３か年とします。 

また、本計画は、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年を見据え

た計画とし、中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計し、中長期的な視野に立った

施策の展開を図ります。 

 

 

  

年度

令和３年度
(2021年度)

～
令和５年度
(2023年度)

令和６年度
(2024年度)

令和７年度
(2025年度)

令和８年度
(2026年度)

令和21年度
(2039年度)

令和22年度
(2040年度)

令和23年度
(2041年度)

第８期計画

期間 第14期計画

第９期計画

第10期計画
～

第13期計画

令和９年度
(2027年度)

～
令和20年度
(2038年度)

令和７年(2025年)

団塊世代が75歳に
令和22年(2040年)

団塊ジュニアが65歳に

令和22年度（2040年度）までの中長期的な計画
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４． 他計画との関係 

 

本計画は、第二次宇和島市総合計画を上位計画とし、高齢者の保健、医療、福祉及び居住

に関する関連計画との調和を保ち策定しました。 

さらに、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い在宅医療・介護の充実

等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、愛媛県高齢者保健福祉計画及び

介護保険事業支援計画、愛媛県地域保健医療計画との整合性を確保しました。 

 
 
 

  

宇和島市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画

第二次宇和島市総合計画

（地方自治法第２条４項）
老人福祉法第２０条の８

介護保険法第１１７条

宇和島市地域福祉計画（第３期）

（社会福祉法第１０７条）

宇和島市障がい者計画・障がい福祉計画（第７期）

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条第1項）他

第２次宇和島市健康づくり推進計画

（健康増進法第８条第２項）

根拠法整合

整合・調整
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５． 計画の策定体制 

 

(1) 介護保険運営協議会での協議・検討 

関係者の意見を広く反映させるため、保健・医療・福祉の有識者及び本市内の各種団体、

グループの代表者等で構成する「宇和島市介護保険運営協議会」により協議・検討を行い、

本計画を策定しました。 

 

(2) アンケート調査の実施 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

令和６年度から令和８年度までの「第９期宇和島市高齢者福祉計画・介護保険事業計

画」を策定するにあたり、今後の高齢者福祉サービスや健康づくりの方策を検討するた

めに、日頃の生活や介護の状況、サービスの利用意向などの実態を把握することを目的

として実施しました。 

対象者 
令和４年 12 月１日現在、宇和島市にお住まいの 65 歳以上の方 

（要介護１～５の方を除く）から無作為抽出した 4,000人 

実施期間 令和５年１月 10日（火）～令和５年２月３日（金） 

実施方法 郵送配布、郵送回収、回収率向上のための礼状兼督促はがきを実施 

 

②在宅介護実態調査 

高齢者を地域で支え合い、安心して暮らせる体制づくりを進めるために、介護を行っ

ている方（介護者）の実態把握を目的とした「これからの介護保険のためのアンケート」

を実施しました。 

今回の調査は、国が示した調査項目（設問）で実施し、「介護離職をなくしていくため

にはどのようなサービスが必要か」を検討するうえでの基礎資料とします。 

対象者 

令和４年８月８日以降の訪問調査時に、在宅で生活している要支援・要介護者※ 

※医療機関に入院している人、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療

施設・介護医療院・特定施設・グループホーム・地域密着型特定施設・地域密着型特

別養護老人ホームに入所又は入居している人は対象外。 

実施期間 令和４年８月８日（月）～令和５年１月１３日（金） 

実施方法 認定調査員による聞き取り 

 

(3) パブリックコメントの実施 

本計画に広く市民の意見を反映するため、本計画(素案)に対する意見募集のためのパブ

リックコメントを実施しました。 

意見募集期間 令和６年１月９日（火）～令和６年１月２２日（月） 
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６． 日常生活圏域 

 

(1) 日常生活圏域の考え方 

日常生活圏域とは、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交

通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況

その他の条件を総合的に勘案して定める区域として、介護保険法により設定することとさ

れており、国では概ね 30 分以内に必要なサービスが提供される区域としています。 

本市においては、地理的条件、日常生活上の交流範囲等を考慮し、日常生活圏域を中学

校区単位(旧中学校区含)の７圏域を設定しています。 

 

(2) 日常生活圏域設定状況 

旧市町 日常生活圏域 

宇和島市 

城東地区 

城南地区 

城北地区 

宇和海地区 

吉田町 吉田地区 

三間町 三間地区 

津島町 津島地区 
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７． 介護保険制度改正のポイント 

 

(1) 第９期計画の位置付け（国の指針） 

● ○ 基本的考え方 ○ ●

●次期計画期間中には、団塊の世代が全員 75歳以上となる令和７年（2025 年）を迎えることに

なります。 

●また、高齢者人口がピークを迎える令和 22年（2040 年）を見通すと、85歳以上人口が 

急増し、医療・介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増

加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれています。 

●さらに、都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなど、これまで以上に中長期的な地域の

人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域の実

情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を

図るための具体的な施策や目標を、優先順位を検討した上で介護保険事業（支援）計画に定め

ることが重要となります。 

 

(2) 介護保険制度改正の主な内容（国の指針） 

● ○ 見直しのポイント ○ ●

  １．介護サービス基盤の計画的な整備 

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種別の

変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤を

計画的に確保していくこと 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果的に

提供する体制の確保や、医療・介護の連携を強化すること 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、 

サービス基盤の整備の在り方を議論していくこと 

 

②在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能

型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備を

推進すること 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅療

養支援を充実させること 
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● ○ 見直しのポイント ○ ●

  ２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

①地域共生社会の実現・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤と

なり得るものであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超え

て、地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合

事業の充実を推進していくこと 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支援体

制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うこと 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めること 

 

②デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・

介護情報基盤を整備していくこと 

 

③保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化を推進していくこと 

  ３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防

止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施していくこと 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進し、介護の経営の

協働化・大規模化などにより、人材や資源を有効に活用していくこと 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進していくこと 
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(3) 介護保険制度改正に関連する社会保障制度の改正内容（「全世代対応型の持続可能な社

会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１

号）」における改正） 

 

● ○ 改正の趣旨 ○ ● 

●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者

医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前

期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直

し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護保険者による介護情報の収集・提供等に

係る事業の創設等の措置を講ずる 

 

● ○ 改正の概要 ○ ● 

  １．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化 

【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高齢者の医療の確

保に関する法律等】 

・かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく

地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映すること 

・医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医

療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、介護保険者が行う当

該事業を地域支援事業として位置付けること 

・医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータ 

ベースを整備すること 

・地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加

できる仕組みを導入すること 

・出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定

制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年 12月末)等を行うこと 

  ２．介護情報基盤の整備 

介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者と一体

的に実施する 

・被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用するこ

とを促進する事業を介護保険者である市町村の地域支援事業として位置付けること 

・市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できること

とすること  
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● ○ 改正の概要 ○ ● 

  ３．介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業者の事務

負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備する 

・各事業所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務付けること

（職種別の給与（給料・賞与）は任意事項。） 

・国が当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表すること 

  ４．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務 

介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進する 

・都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう

努める旨の規定を新設すること 

  ５．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

看護小規模多機能型居宅介護について、サービス内容の明確化等を通じて更なる普及を進める 

・看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊ま

り」における看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化す

ること 

  ６．地域包括支援センターの体制整備等 

地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制を整

備する 

・要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）も市町村か

らの指定を受けて実施可能とすること 

  


